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本 IFRS in Focus は、IAS 第 27 号「個別財務諸表」の最近の修正を要約している。 

要点 

 本修正は、企業の個別財務諸表における、子会社、共同支配企業および関

連会社に対する投資の会計処理で持分法の適用を許容する。 

 本修正は、2016 年 1 月 1 日から適用され、早期適用は認められる。 

なぜ本修正が公表されたのか？ 

IAS 第 27 号「個別財務諸表」は、子会社、共同支配企業および関連会社に対する

投資の会計処理を取得原価で、または IFRS 第 9 号「金融商品」（もしくは、IFRS 第

9 号をいまだ適用していない企業は IAS 第 39 号「金融商品：認識及び測定」）に従

うことを要求している。 

IASB のアジェンダ・コンサルテーション 2011 の一環で、一部の関係者は、いくつか

の国の法律が、上場会社に子会社、共同支配企業および関連会社に対する投資

の会計処理として持分法を使用して個別財務諸表を表示することを要求していると

回答した。さらに、ほとんどの場合、IFRSs に従って作成された個別財務諸表と現

地の規制のもとで作成された個別財務諸表との差異は、持分法の使用のみである

ことが言及された。 

IASB はこれらの懸念を認識し、2013 年 12 月の公開草案 ED／2013／10「個別財

務諸表における持分法」（IAS 第 27 号の修正案）の公表および受け取ったコメン

ト・レターの検討の後に、子会社、共同支配企業および関連会社に対する投資につ

いて、個別財務諸表に持分法を使用する選択肢を追加するために IAS 第 27 号を

修正した。 

IAS 第 27 号の修正は何か？ 

修正された IAS 第 27 号は、企業が、個別財務諸表において子会社、共同支配企

業および関連会社に対する投資の会計処理に持分法を使用することを許容する。

その結果、企業はこれらの投資の会計処理で、次のいずれかが許容される。 

(i) 取得原価で会計処理 

(ii) IFRS 第 9 号（または IAS 第 39 号）に従って会計処理 

(iii) 持分法を使用して会計処理 

これは、投資の各区分（category）ごとで会計方針の選択である。 
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見解 

個別財務諸表は IFRSs では要求されていない。一般的に、個別財務諸表は、現地の規制または他の財務諸表利用

者によって要求される。 

 
本修正は、親会社が投資企業でなくなった際に、子会社に対する投資について取得原価で会計処理、持分法を使用して

会計処理、または IFRS 第 9 号に従って会計処理することを明確にしている。 

この変更の影響は、当該企業がその地位を変更した日に認識され、その日における子会社の公正価値は、当該投資の

会計処理のみなし対価となる。 

さらに、IASB は、次の結果的修正を追加した。 

 IAS 第 28 号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」： IFRS 第 10 号「連結財務諸表」との潜在的な矛盾を避

けるために結果的修正が追加された。本修正は、25 項（関連会社または共同支配企業に対する企業の所有持分

が減少したが、引き続き投資が関連会社または共同支配企業として分類される場合に、過去にその他の包括利益

に認識した利得または損失のうち、当該減少に係る割合を純損益に振り替えることを要求する）を明確にしている。 

 IFRS 第 1 号「国際財務報告基準の初度適用」： 結果的修正は、子会社、共同支配企業および関連会社に対する

投資について、持分法を使用して会計処理している初度適用企業が、当該投資の取得に過去の企業結合の免除

を適用することを要求している。また、連結財務諸表よりも早く個別財務諸表において初度適用企業となる企業は、

親会社よりも後で初度適用企業となる場合には IFRS 第 1 号 D16 項を適用し、子会社よりも後で初度適用企業と

なる場合には、IFRS 第 1 号 D17 項を適用しなければならない。 

発効日 
本修正は、2016 年 1 月 1 日以後開始する事業年度より遡及適用される。早期適用は認められる。 

 

見解 

IASB は、個別財務諸表における持分法を適用する場合に、連結財務諸表の情報（すなわち、IFRS 第 10 号で子会社

を連結する情報や IAS 第 28 号で関連会社および共同支配企業に持分法を適用する情報）を使用できるので、追加の

手続を実施する必要がないと考えている。したがって、IASB は、移行時の救済措置を提供しないことを決定した。 

IASB は、本修正の結論の根拠で、個別財務諸表において子会社に対する投資に持分法を適用することは、連結財

務諸表において適用する場合に比べて、異なる結果となる状況があり得ることを認識した。IASB は、これらの潜在的

な差異に対応するための更なるガイダンスを追加しないことを決定した。なぜなら、それは追加的なリサーチを要し、こ

の狭い範囲のプロジェクトの範囲外のためである。 
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